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災
害
時
要
援
護
者
登
録
制
度
と
は

　

災
害
時
要
援
護
者
の
避
難
支
援
は
、
地
域
支
援
者
（
隣

近
所
に
住
ん
で
い
て
、
支
援
し
て
い
た
だ
け
る
人
）
や
自

主
防
災
組
織
、
自
治
会
な
ど
地
域
の
皆
さ
ん
に
よ
る
助
け

合
い
が
基
本
と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
制
度
へ
の
登
録
を
希
望
す
る
人
は
、
地
域
支
援
者

を
自
ら
見
つ
け
て
い
た
だ
き
、
登
録
申
請
書
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。（
地
域
支
援
者
を
見
つ
け
る
こ
と
が
困
難
な

場
合
は
、
民
生
委
員
児
童
委
員
や
自
治
会
長
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。）

　

市
は
登
録
申
請
書
を
元
に
登
録
台
帳
を
作
成
し
、
そ
の

台
帳
を
災
害
時
要
援
護
者
の
地
区
の
自
治
会
長
や
民
生
委

員
児
童
委
員
へ
提
供
し
て
、
地
域
の
皆
さ
ん
よ
り
平
常
時

の
見
守
り
や
災
害
時
の
避
難
誘
導
な
ど
の
支
援
を
行
っ
て

い
た
だ
け
る
よ
う
要
請
し
ま
す
。

災
害
時
要
援
護
者
登
録
の
対
象
者

　

具
体
的
に
は
、
在
宅
で
生
活
す
る
次
の
よ
う
な
人
を
登

録
の
対
象
者
と
し
て
い
ま
す
。

①
介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
者
お
よ
び
こ
れ
に
準
ず
る
人

②
心
身
障
害
者
の
人

③
65
歳
以
上
の
一
人
暮
ら
し
高
齢
者
お
よ
び
こ
れ
に
準
ず

　

る
世
帯
の
人

④
①
〜
③
以
外
で
、
避
難
の
際
に
地
域
の
皆
さ
ん
の
支
援

　

が
必
要
な
人

地
域
支
援
者
と
は

　

災
害
時
要
援
護
者
を
普
段
か
ら
見
守
り
、
災
害
時
に
は

必
要
な
情
報
を
伝
え
た
り
、
一
緒
に
避
難
し
た
り
す
る
こ

と
を
心
が
け
て
い
た
だ
く
人
で
す
。
決
し
て
責
任
を
伴
う

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ふ
だ
ん
か
ら
良
い
近
所
付
き
合

い
を
心
が
け
、
で
き
る
範
囲
で
支
援
し
て
く
だ
さ
い
。

登
録
申
請
は

　

福
祉
課
ま
た
は
各
支
所
で
登
録
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

は
誕
生
日
か
ら
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

　

2
か
ら
4
に
該
当
す
る
人
の
被
保
険
者
証
は
、
随
時
送

付
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ　

健
康
課　

☎
73
・
3
0
1
4

　

香
川
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

　

☎
0
8
7（
8
1
1
）1
8
6
6

　　　

香
川
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
で
は
、
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
の
施
行
お
よ
び
運
営
に
関
し
、
被
保
険
者
の

代
表
者
の
一
人
と
し
て
意
見
を
述
べ
て
い
た
だ
く
懇
話
会

の
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

募
集
人
員　

2
人

募
集
期
限　

5
月
15
日
（
火
）

応
募
資
格　

県
内
に
住
所
を
有
す
る
満
75
歳
以
上
の
人　

　
　
　
　
　

（
4
月
1
日
現
在
）

応
募
方
法　

所
定
の
応
募
用
紙
に
記
入
の
上
、
香
川
県
後

　
　
　
　
　

期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
へ
提
出

▼
問
い
合
わ
せ

　

香
川
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

　

☎
0
8
7（
8
1
1
）1
8
6
6

　　　

高
齢
者
の
肺
炎
を
予
防
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
満

75
歳
以
上
の
市
民
を
対
象
に
高
齢
者
肺
炎
球
菌
予
防
接
種

を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

平
成
24
年
度
か
ら
、
よ
り
多
く
の
人
に
接
種
し
て
い
た

だ
く
た
め
、
自
己
負
担
額
を
4,
5
0
0
円
か
ら

3,
8
0
0
円
に
変
更
し
て
い
ま
す
。
こ
の
機
会
に
接
種

し
、
健
康
管
理
に
役
立
て
ま
し
ょ
う
。

　

接
種
を
希
望
す
る
人
は
健
康
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

開
始
時
期　
　

４
月
か
ら

　

自
己
負
担
額　

3,
8
0
0
円

▼
問
い
合
わ
せ　

健
康
課　

☎
73
・
3
0
1
4　

各
窓
口
ま
で
来
ら
れ
な
い
人
は
、
地
域
の
民
生
委
員
児
童

委
員
や
自
治
会
長
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　　

香
川
県
発
行
の
長
寿
手
帳
を
65
歳
以
上
の
人
に
交
付
し

て
い
ま
す
。
こ
の
手
帳
を
提
示
す
れ
ば
、
栗
林
公
園
や
県

立
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
、
県
立
東
山
魁
夷
せ
と
う
ち
美
術
館
な

ど
に
無
料
で
入
場
で
き
ま
す
。
必
要
な
人
は
ご
申
請
く
だ

さ
い
。

対
象
者　

県
内
在
住
の
65
歳
以
上
の
人

交
付
場
所　

三
豊
市
役
所
・
福
祉
課
ま
た
は
各
支
所

お
持
ち
い
た
だ
く
物

　

年
齢
を
確
認
で
き
る
も
の
（
免
許
証
な
ど
）

▼
問
い
合
わ
せ　

福
祉
課　

☎
73
・
3
0
1
5

★
年
度
途
中
に
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
さ
れ
る
人

の
被
保
険
者
証
に
つ
い
て
★

　

年
度
途
中
に
加
入
さ
れ
る
人
の
資
格
取
得
日
は
次
の
と

お
り
で
す
。

　　※

65
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
一
定
の
障
が
い
が
あ
る
人
（
障

　

害
認
定
を
受
け
る
に
は
申
請
が
必
要
で
す
。）

　

1
に
該
当
す
る
人
の
被
保
険
者
証
は
、
誕
生
日
の
前
月

中
旬
頃
に
香
川
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
か
ら
特
定

記
録
郵
便
で
送
付
さ
れ
ま
す
。
郵
送
さ
れ
た
被
保
険
者
証

災
害
時
要
援
護
者
登
録
制
度
を
ご
存
知
で
す
か
？

長
寿
手
帳
の
お
知
ら
せ

香
川
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

　
　
　
　
　

懇
話
会
公
募
委
員
募
集

高
齢
者
肺
炎
球
菌
予
防
接
種
の
自
己
負
担
額
が

下
が
り
ま
し
た

　
　

事　
　

由

新
た
に
75
歳
に
な
る
人

転
入

生
活
保
護
の
停
止
ま
た
は
廃
止

障
害
認
定
（※

） 

１２３４

　
　

資
格
取
得
日

誕
生
日

転
入
に
よ
り
住
所
を
定
め
た
日

停
止
ま
た
は
廃
止
と
な
っ
た
日

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

の
認
定
を
受
け
た
日

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

福
祉
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

健
康
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

平成24年4月から三豊市の介護保険料が新しくなりました
　第１号被保険者（65歳以上の人）の保険料は、介護保険事業計画の介護サービス計画に基づいて、３年ご
とに見直されます。
　平成24年度から26年度までの介護保険事業費における介護給付費と地域支援事業を合わせた事業費の見
込みは、約197億円で、その２分の１は保険料、残りの２分の１は国・県・市が負担します。このうち、第
１号被保険者の人には、全体の21％を負担していただきます。これまでは、基金等を取り崩して活用するこ
とにより、保険料負担の上昇を抑制し健全な財政運営に努めてきましたが、高齢化に伴う介護給付費の増加
により平成24年度から26年度までの第１号被保険者の保険料が見直されました。改正内容は、下記のとお
りです。

　皆さんが納める保険料は、制度を運営するための大切な財源です。保険料の納付にご理解とご協力をお
願いします。

▲

問い合わせ　介護保険課　☎73－3017（介護保険業務）
　　　　　　　税務課　　　☎73－3006（保険料賦課業務）

三豊市の
介護保険
にかかる
費用

65歳以上
の負担分
（21％）

三豊市に
住む 65歳
以上の人
の人数

三豊市の
介護保険
料基準額
（年額）

【介護保険料「基準額」の決まり方】

三豊市の基準額：年額 58,200 円（第 4段階の保険料額）

平成 24～ 26年度の所得段階別介護保険料 （　　）は前年度

段　階 対　　象　　者 基準額に
対する割合

保 険 料
年額：円

第 1段階

第 2段階

第 3段階

第 4段階

第 5段階

第 6段階

第 7段階

0.5

0.5

0.75

0.89

1.00

1.13

1.25

1.50

・老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税の人
・生活保護受給者等

世帯全員が市町村民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金
収入額の合計が 80 万円以下の人

世帯全員が市町村民税非課税で第 2段階に該当しない人

第 4段階に該当する人のうち、前年の合計所得金額と課税年金
収入額の合計が 80万円以下の人

被保険者本人が市町村民税非課税で同一世帯員が市町村民税課
税の人

被保険者本人が市町村民税課税で合計所得金額が 125 万円未満
の人

被保険者本人が市町村民税課税で合計所得金額が 125 万円以上
190 万円未満の人（125 万円以上 200 万円未満の人）

被保険者本人が市町村民税課税で合計所得金額が 190 万円以上
の人（200 万円以上の人）

29 , 1 0 0　
（22,200）

2 9 , 1 0 0　
（22,200）

4 3 , 7 0 0　
（33,300）

5 1 , 8 0 0　
（39,500）

5 8 , 2 0 0　　
（44,400）

6 5 , 8 0 0　
（50,200）

7 2 , 8 0 0　
（55,500）

8 7 , 3 0 0　
（66,600）

特例
第 4段階

基準額


